
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城労働局長による安全パトロールを実施します 

～全国安全週間を契機に労働災害防止対策の徹底を図る～ 

 
１ 全国安全週間における茨城労働局の取組 

今年 95 回目を迎える全国安全週間は、「安全は急がず焦らず怠らず」のスロー

ガンのもと７月１日から７日まで実施されます（添付資料№１及び№２参照）。 

茨城労働局（局長下
しも

角
かど

圭司
け い じ

）は、全国安全週間に労働災害防止対策を更に徹底

する取組を行うこととしており、７月４日（月）には、茨城労働局長及び水戸労

働基準監督署による安全パトロールを実施します。 

 

２ 令和４年５月末現在の労働災害発生状況 

茨城県内における令和３年の死傷災害は３，４９８人と前年同期の３，１１０

人に比べ＋３８８人、率にして１２．５％増加し、業種別では製造業、建設業、

陸上貨物運送業、商業、社会福祉施設など主だった業種全て増加傾向にあり、死

亡災害も増加しています。 

さらに、令和４年に入っても増加傾向は続いており、特に製造業については令

和４年５月末速報値で休業４日以上が３２６人で前年同期に比べ３８人、１３．

２％増、死亡者数は６人、前年同期比＋４人、２００％増の状況にあることか

ら、本パトロールにおいて労働災害防止の徹底を呼び掛けます。（添付資料 No.３

～５参照） 

 

３ 添付資料 

No.１ 第 95 回全国安全週間リーフレット 

No.２ 第 95 回全国安全週間実施要綱 

No.３ 茨城県内の労働災害発生状況（令和３年）※確定値 

No.４ 茨城県内の労働災害発生状況（令和４年）※５月末の速報値 

No.５ 茨城県内の死亡災害事例（令和３年、令和４年） 
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